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教 育 長 佐野 弘明  総務課長 原田 公夫 
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平成 25年第２回砥部町議会臨時会 議事日程 
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日程第１  会議録署名議員の指名 

 

日程第２  会期の決定 

 

日程第３  諸般の報告 

 

日程第４  同意第２号 砥部町副町長の選任 

 

日程第５  同意第３号 砥部町監査委員の選任 

 

日程第６  同意第４号 砥部町教育委員会委員の任命 

 

日程第７  同意第５号 砥部町教育委員会委員の任命 

 

・閉  会 
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平成 25 年第２回砥部町議会臨時会 

平成 25 年２月 15 日（金） 

午前９時 30 分開会 

 

 

○議長（山口元之） ただいまから、平成 25 年第２回砥部町議会臨時会を開会します。

町長より招集のあいさつがあります。佐川町長。 

○町長（佐川秀紀） 本日は公私ご多忙のところ、平成 25 年第２回臨時会にご出席を賜

り、心から感謝申し上げます。開会に当たり、一言ご挨拶を申し上げます。今年も明日か

ら３日間椿まつりが開催されます。椿まつりが終わると伊予路に春が訪れると言われてい

ますので、これから少しずつ寒さも和らぎ、２月 20 日から開催されます恒例の七折梅まつ

りでは、見事な梅の花が訪れる人を大いに楽しませてくれるものと期待しているところで

あります。ぜひたくさんの方々に来ていただき、梅香る砥部の里を満喫していただきたい

と思っております。さて、２月６日に初登庁して以来、本日で 10 日目となります。改めて

私に寄せられました温かいご支援に感謝申し上げますとともに、町民の皆さまの生活を守

っていく使命と、その責任の重さに身の引き締まる思いで日々学んでいるところでござい

ます。本日は複数の人事案件のご審議をお願いしておりますが、どうかご理解を賜り、ご

同意いただきますようお願い申し上げまして、開会のご挨拶とさせていただきます。よろ

しくお願いいたします。 

○議長（山口元之） これより、本日の会議を開きます。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（山口元之） 日程第１会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会

議規則第 118 条の規定により、３番菊池伸二君、４番松﨑浩司君を指名します。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第２ 会期の決定 

○議長（山口元之） 日程第２会期の決定についてを議題とします。お諮りします。本臨

時会は予定議案が少ないため、議会運営委員会の開催を省略しましたので、ご了承くださ

いますようお願いします。本臨時会の会期は本日１日にしたいと思います。これにご異議

ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（山口元之） 異議なしと認めます。よって会期は、本日１日と決定いたしました。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第３ 諸般の報告 

○議長（山口元之） 日程第３諸般の報告を行います。地方自治法第 121 条第１項の規定

により、町長以下関係者の出席を求めましたので、ご報告します。次に、監査委員より 12

月末現在までの例月現金出納検査について、良好であった旨の報告がありました。以上で、

諸般の報告を終わります。 

 ここでしばらく休憩します。休憩時間を利用して全員協議会を開催したいと思いますの

で、よろしくお願いします。 

 

午前９時 33分 休憩 

午前 10時 14 分 再開 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第４ 同意第２号 砥部町副町長の選任について 

（説明、質疑、討論、採決） 

○議長（山口元之） 再開します。日程第４同意第２号砥部町副町長の選任についてを議

題とします。提出者の説明を求めます。佐川町長。 

○町長（佐川秀紀） 同意第２号砥部町副町長の選任について。次の者を砥部町副町長に

選任することについて、地方自治法第 162 条の規定により、議会の同意を求める。平成 25

年２月 15日提出、砥部町長佐川秀紀。住所、愛媛県伊予郡砥部町北川毛 817番地３。氏名、

上田文雄。生年月日、昭和 31 年４月 17 日。提案理由、副町長を選任するため、提案する

ものでございます。よろしくご審議賜りますようお願いいたします。 

○議長（山口元之） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。

５番佐々木議員。 

○５番（佐々木隆雄） 町長にお伺いいたします。町民のみなさんが職員の中から採用と

言いますか、昇格という形でされた場合と、今回のように、先ほどのお話でしたら、一度

町に勤めておいでた方で、一度辞められたと、いうふうな方で、辞められた方が今度副町

長として来られるというふうなことになった場合に、少し違和感が出てくるんじゃないか

なという気がいたします。やはりあの、町の職員のみなさんはですね、一生懸命仕事もさ

れ、今の役場の機構で言いましたら、職員の中の最も高い位置に副町長ということで、な

れるわけなんですけども、皆さん別に副町長になろうというふうなことではなくてですね、

町民の皆さまに一生懸命奉仕も含めて、仕事をされてやっておられる中から、副町長に任

用されたというふうな方とですね、さっき申しましたようにその、理由はいかんに関わら

ずなんですが、辞められた方が改めてまた副町長として帰ってくるというふうなことにな

った場合、どうしても違和感というふうなものも出てくるんじゃないかなというふうな気

がいたします。その辺についてはいかがお考えでしょうか。 
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○議長（山口元之） 佐川町長。 

○町長（佐川秀紀） ただいまの佐々木議員さんのご質問にお答えをいたしたいというふ

うに思っております。違和感というのはどういうことかちょっとわかりませんけれども、

私は副町長として最適任であるという人を選任をさせていただいたというふうに思ってお

りますし、必ずしも職員からというふうなことが慣例ではないというふうに考えてます。

以上でございます。 

○議長（山口元之） 他にありませんか。佐々木隆雄君。 

○５番（佐々木隆雄） 度々すみません。この上田さんご自身もですね、さっきも私も言

いましたように、元職員だということですよね。ですから、町長はその、職員から採用と

いうことにこだわらないというふうに言われましたんですが、そうは言っても元職員じゃ

ないかというふうなことも片方では言えるわけですよね。その辺について本当にじゃあこ

の人が最適だというふうな場合にですね、まったくのその、町の職員の経験でもない、ま

ったくその別な分野の方からこれこれこういうことで採用したいんだというふうなことも

今後はありうるというふうなことでしょうか。 

○議長（山口元之） 佐川町長。 

○町長（佐川秀紀） ただいまのご質問にお答えをさせていただきます。今後の話という

ことでございますので、これにつきましては、今のところではそう、申し上げにくいとい

うふうにご理解いただいたらと思います。 

○議長（山口元之） 三谷喜好君。 

○16 番（三谷喜好） くどいようでございますが、今佐々木議員の言われたことを補足す

るような形になるんですが、将来において、やっぱり町内の職員を登用するということは、

１つの職員の士気にかかわると思います。やはりそういう選択肢を今後、あなたを拘束す

るわけでございませんけれど、やっぱりそういう目で見て、職員を育てていくんだと。そ

してそれが町民に尽くし、あらゆる行政にプラスになるということを今後お考えをいただ

いてですね、進めていただくことをあえて要望しておきます。以上。 

○議長（山口元之） 佐川町長。 

○町長（佐川秀紀） ただいまのご質問でございますけれども、今後十分そのことを肝に

銘じて検討をさせていただきたいというふうに思っております。 

○議長（山口元之） 他にありませんか。質疑を終わります。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［討論なし］ 

○議長（山口元之） 討論なしと認めます。 

 これから同意第２号の採決を行います。本件はこれに同意することに賛成の方は、ご起

立願います。 

［起立多数］ 

○議長（山口元之） 起立多数と認めます。ご着席ください。よって、同意第２号砥部町

副町長の選任については、同意することに決定しました。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第５ 同意第３号 砥部町監査委員の選任について 

（説明、質疑、討論、採決） 

○議長（山口元之） 日程第５同意第３号砥部町監査委員の選任についてを議題とします。

提出者の説明を求めます。佐川町長。 

○町長（佐川秀紀） 同意第３号砥部町監査委員の選任について。次の者を砥部町監査委

員に選任することについて、地方自治法第 196条第１項の規定により、議会の同意を求め

る。平成 25 年２月 15 日提出、砥部町長佐川秀紀。住所、愛媛県伊予郡砥部町岩谷口 556

番地。氏名、影浦浩二。生年月日、昭和 43 年８月 22日。提案理由、影浦浩二監査委員の

任期が平成 25年２月 15日に満了するので、その後任を選任するため、提案するものでご

ざいます。よろしくお願いいたします。 

○議長（山口元之） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。 

［質疑なし］ 

○議長（山口元之） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［討論なし］ 

○議長（山口元之） 討論なしと認めます。 

 同意第３号の採決を行います。本件は、これに同意することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（山口元之） 異議なしと認めます。よって、同意第３号砥部町監査委員の選任に

ついては、同意することに決定しました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第６ 同意第４号砥部町教育委員会委員の任命について 

（説明、質疑、討論、採決） 

○議長（山口元之） 日程第６同意第４号砥部町教育委員会委員の任命についてを議題と

します。提出者の説明を求めます。佐川町長。 

○町長（佐川秀紀） 同意第４号砥部町教育委員会委員の任命について。次の者を砥部町

教育委員会委員に任命することについて、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４

条第１項の規定により、議会の同意を求める。平成 25年２月 15日提出、砥部町長佐川秀

紀。住所、愛媛県伊予郡砥部町宮内 2417 番。氏名、武智省三。生年月日、昭和 21 年 12

月２日。提案理由、佐野弘明教育委員会委員の任期が平成 25年２月 16日に満了するので、

その後任を任命するため、提案するものでございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（山口元之） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。 

［質疑なし］ 

○議長（山口元之） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 
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［討論なし］ 

○議長（山口元之） 討論なしと認めます。 

 同意第４号の採決を行います。本件は、これに同意することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（山口元之） 異議なしと認めます。よって、同意第４号砥部町教育委員会委員の

任命については、同意することに決定いたしました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第７ 同意第５号砥部町教育委員会委員の任命について 

（説明、質疑、討論、採決） 

○議長（山口元之） 日程第７同意第５号砥部町教育委員会委員の任命についてを議題と

します。提出者の説明を求めます。佐川町長。 

○町長（佐川秀紀） 同意第５号砥部町教育委員会委員の任命について。次の者を砥部町

教育委員会委員に任命することについて、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４

条第１項の規定により、議会の同意を求める。平成 25年２月 15日提出、砥部町長佐川秀

紀。住所、愛媛県伊予郡砥部町総津 824 番地１。氏名、久保野伸一。生年月日、昭和 37

年 12 月 15日。提案理由、久保野伸一教育委員会委員の任期が平成 25年２月 16日に満了

するので、その後任を任命するため、提案するものでございます。 

○議長（山口元之） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。 

［質疑なし］ 

○議長（山口元之） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［討論なし］ 

○議長（山口元之） 討論なしと認めます。 

 同意第５号の採決を行います。本件は、これに同意することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（山口元之） 異議なしと認めます。よって、同意第５号砥部町教育委員会委員の

任命については、同意することに決定いたしました。 

これで本日の議事日程は、すべて終了しました。会議を閉じます。佐川町長、挨拶をお

願いします。佐川町長。 

○町長（佐川秀紀） 閉会に当たり、一言お礼を申し上げます。議員の皆さまには、本日

提案させていただきました人事案件につきまして、原案どおりご同意いただき、誠にあり

がとうございました。心よりお礼を申し上げます。皆様のご意見を十分参考にしながら、

今後の行政を進めて参りたいというふうに存じております。私も町政を担当するスタート

を切ったばかりでありますが、町民主役の町づくりの実現に向け、町政運営に取り組んで

参りますので、議員の皆さまのご支援、ご協力をお願い申し上げます。これから次第に春

めいてまいりますが、まだまだ寒い日が続きます。議員の皆さまにおかれましては、くれ
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ぐれも健康にご留意いただき、本町発展のためにご活躍頂きますようご祈念申し上げまし

て、お礼のご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（山口元之） 以上をもって、平成 25年第２回砥部町議会臨時会を閉会します。 

 

午前 10時 28 分 閉会 
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地方自治法第１２３条の規定により、会議の経過を記載し、その相違ないことを証明する

ためにここに署名する。 

 

 

          砥部町議会議長 

 

               議員 

 

               議員 


